
９ 期末手当

６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員並びに基準日前 条例第１９条

１月以内に退職又は死亡（以下「９ 期末手当」及び「10 勤勉手当」において「退職等」とい

う。）した職員に、規則で定める日に支給される手当である。

（１）支給範囲

（ア）基準日に在職する職員（基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者を 規則７―１４第１条

含む。）

（イ）基準日前１箇月以内に退職等をした職員

ただし、（ア）及び（イ）に掲げる職員であっても、次に該当する者は除かれる。

（ⅰ）基準日において次に該当する者

ａ 自己啓発等休業職員

ｂ 配偶者同行休業職員

ｃ 無給休職者

ｄ 刑事休職者

ｅ 停職者

ｆ 専従休職者

ｇ 無給派遣職員（外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けて

いない職員）

ｈ 育児休業職員（基準日以前６箇月以内に勤務した期間（勤務した期間に相当する期間

を含む。）がある職員を除く。）

ｉ 大学院修学休業職員

（ⅱ）退職等をした日において、（ⅰ）のａからｉまでに該当する職員であった者 規則７―１４第２条

（ⅲ）退職の後基準日までの間において、次に掲げる者となった者

ａ 給与条例の適用を受ける職員

ｂ 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（以下「９ 期末手当」及

び「10 勤勉手当」において「特別職条例」という。）の適用を受ける特別職の職員

ｃ 会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員（期末手当の支給を受ける職員に限

る。）

（ⅳ）退職に引き続き次に掲げる者となった者

ａ 国家公務員 平成１２年通知

（注）期末手当及び勤勉手当（これらに相当する給与を含む。）の支給について、給与 第３２１号

条例の適用を受ける職員としての在職期間を国家公務員としての在職期間に通算

することを認めている国家公務員

ｂ 他の地方公共団体の職員

（注）期末手当及び勤勉手当（これらに相当する給与を含む。）の支給について、給与

条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公共団体の職員としての在職期

間に通算することを認めている地方公共団体の職員

ｃ 公益的法人等退職派遣者

（注）期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受け

る職員としての在職期間を当該退職派遣者の派遣先の特定法人（公益的法人等派

遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。以下同じ。）の役職員としての在職期

間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に特定法人を退職

し、その退職に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対

して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている特定法人

への退職派遣者

ｄ ａ及びｂに準ずる者として人事委員会が定める職員

（注）職員の退職手当に関する条例（昭和２８年宮城県条例第７０号）第７条第５項

第２号に規定する一般地方独立行政法人等のうち、期末手当及び勤勉手当に相当

する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該

一般地方独立行政法人等の職員としての在職期間に通算することとしており、か

つ、基準日に相当する日前に当該一般地方独立行政法人等を退職し、その退職に

引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及

び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている一般地方独立行政法人等

3-29



の職員。ただし、これらの一般地方独立行政法人等との業務の必要上、相互了解

のもとに行われる計画的な人事交流によらないで、これらの一般地方独立行政法

人等の職員となり、又は給料表の適用を受ける職員となった者は、含まれないも

のとする。

（２）支給額

〔算 出 方 法〕 条例第１９条第２項

期末手当基礎額（ア） × 期別支給割合（イ） × 在職期間別割合（ウ）

端数計算法

（注）支給額に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする（（３）に該当する者を除く）。 第２条第１項

（ア）期末手当基礎額（注）（基準日現在の額）

（注）１ 休職、欠勤、部分休業、介護休暇、介護時間、懲戒処分、外国派遣及び公益的法人等派遣によ 規則７―１４第８条

り給与を減ぜられている場合の期末手当基礎額は、減ぜられない給料月額等を基に算定する。

２ 退職者等の場合の期末手当基礎額は、退職等をした日現在において受けていた給 条例第１９条第４項

料月額等を基に算定する。

３ 育児短時間勤務職員等の期末手当基礎額に用いる給料の月額は、本来のフルタイ

ム勤務時の額に割り戻すこととされている。

４ 期末手当基礎額に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。 規則７―１４第９条

（ⅰ）｛（給料月額）＋（給料の調整額）＋（教職調整額）＋（管理監督職勤務上限年齢調整額） 条例第１９条第４項

＋（扶養手当）＋（給料月額と給料の調整額と教職調整額と管理監督職勤務上限年齢調整

額と扶養手当の合計額に対する地域手当）｝

（注）地域手当に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。 規則７―５３

第１４条

（ⅱ）行政職給料表の職務が３級以上の職員並びに同表以外の各給料表で職務の複雑、困難 条例第１９条第５項

及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員には、｛（給料月額）＋（給料の調整額）

＋（教職調整額）＋（管理監督職勤務上限年齢調整額）＋（給料月額と給料の調整額と教
２０

職調整額と管理監督職勤務上限年齢調整額の合計額に対する地域手当）｝×
１００

を超えない範囲内の割合(役職段階別加算割合)を（ⅰ）に加算する（役職段階別加額）。

注）地域手当に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。 規則７―５３
第１４条

【役職段階別加算割合】 規則７―１４
第４条の３
別表第１

給料表 職 員 加 算 割 合

２０
職務の級８級以上の職員 平成１２年通知

行 １００ 第３２１号

政 １５
職務の級７・６級の職員

職 １００

給 １０
職務の級５・４級の職員

料 １００

表 ５
職務の級３級の職員

１００

２０
職務の級９級の職員

１００

１５
職務の級８・７級の職員

１００
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１０
職務の級６・５級の職員

１００
公

職務の級４級の職員

安
職
務 巡査部長の階級にある職員
の

職 級
が
３ 基準日現在（注１）の経験年数（注２）
級

給 の が次の表に掲げる年数以上の職員
職
員 ５

料 試 験 年 数 １００

表 警察官Ａ １１年（大学４卒）

警察官Ｂ １５年（高校３卒）

１５

１００
教 教

学校の規模、所掌する業務の
育 育 職務の級４級の職員

困難性等を考慮して事務局長
職 職

が認める校長の職を ２０
給 給

占める職員 １００
料 料

表 表
１０

(一) (二)
１００

職務の級３級の職員
副校長の職を占める職員

１５

１００

１０
職務の級特２級の職員

１００

５
職務の級２級の職員のうち、基準日現在

１００
の経験年数が１０年（大学４卒）以上の

基準日現在の経験年数が２６年
職員 （大学４卒）以上の職員

１０

１００

２０
職務の級５級の職員

１００
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１５
職務の級４級の職員

研 １００

１０
究 職務の級３級の職員

１００

職 職 研究員の職にある職員
務
の 基準日現在（注１）の経験年数（注２）

給 級
が が次の表に掲げる年数以上の職員
２

料 級 ５
の 試 験 年 数
職 １００

表 員 大 学 卒 業 程 度 10年（大学４卒）

短期大学卒業程度 13年（短大２卒）

高等学校卒業程度 15年（高卒３卒）

２０
職務の級４級の職員

医 １００

療 １５
職務の級３級の職員

職 １００

給 １０
職務の級２級の職員

料 １００

表 職務の級１級の職員のうち、基準日現在の ５
経験年数が５年（大学６卒）以上の職員

(一) １００

１５
職務の級７・６級の職員

１００

１０
職務の級５級の職員

１００

職務の級４級の職員

職 技術主査の職にある職員
医 務

の 基準日現在（注１）の経験年数（注２）
級 が次の表に掲げる年数以上の職員
が
３ 職 種 年 数
級

療 の 獣医師 10年（大学４卒）
職
員 薬剤師 10年（大学４卒）

栄養士 10年（大学４卒）
13年（短大２卒）

職
診療放射線技師 10年（大学４卒）

12年（短大３卒）

診療ｴｯｸｽ線技師 13年（短大２卒）

給 臨床検査技師 10年（大学４卒）
12年（短大３卒）
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衛生検査技師 10年（大学４卒）
13年（短大２卒） ５

料 臨床工学技師 10年（大学４卒） １００
12年（短大３卒）

理学療法士 10年（大学４卒）
作業療法士 12年（短大３卒

表 視能訓練士 10年（大学４卒）
12年（短大３卒）

言語聴覚士 10年（大学４卒）
12年（短大３卒）

(二) 義肢装具士 12年（短大３卒）

歯科衛生士 13年（短大２卒）
14年（高校専攻科卒）

歯科技工士 13年（短大２卒）
15年（高校３卒）

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ 12年（短大３卒）
指圧師 13年（短大２卒）

はり師 14年（高校専攻科卒）
きゅう師 15年（高校３卒）
柔道整復師 17年（高校２卒）

その他 13年（短大２卒）
15年（高校３卒）

１５
職務の級６級の職員

１００

１０
医 職務の級５級の職員

１００
療

職務の級４級の職員
職

職 技術主査の職にある職員
給 務

の 基準日現在（注１）の経験年数（注２）
料 級 が次の表に掲げる年数以上の職員

が
表 ３ 職 種 年 数 ５

級
（三） の 保健師 １０年（大学４卒） １００

職 助産師 １２年（短大３卒）
員

看護師 １２年（短大３卒）
１３年（短大２卒）

准看護師 １７年（高校２卒）

１ 任 ２０
項 期 ５号俸以上の給料月額を受ける職員
の 付 １００
給 職
料 員 １５
表 条 ４号俸及び３号俸の給料月額を受ける職員
例 １００
第
４ １０
条 ２号俸及び１号俸の給料月額を受ける職員
第 １００
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第 任 ２０
１ 期 ５号俸以上の給料月額を受ける職員
項 付 １００
の 研
給 究 １５
料 員 ４号俸及び３号俸の給料月額を受ける職員
表 条 １００
例
第 １０
５ ２号俸及び１号俸の給料月額を受ける職員
条 １００

２条任
項例期
の第付

５

給５研
全ての職員

料条究 １００

表第員

備考１ この表の給料表欄の給料表（行政職給料表、医療職給料表(一)、任期付職員条例第４

条第１項の給料表、任期付研究員条例第５条第１項の給料表及び任期付研究員条例第５

条第２項の給料表を除く。）に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそ

れぞれ最下位の職務の級の１級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び

責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるもの（注３）については、加算割
５

合が と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられてい
１００

るものとする。

２ 給料表の適用を異にして異動した職員（異動後においてこの表に掲げられている職員

に限る。）で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、

他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認め

５
る職員については、当該異動後の加算割合に を加えた加算割合が定められて

１００

いる職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

３ この表中括弧書を付して示される年数は、括弧書中に規定する学歴免許等の資格を有 平成１２年通知

する者に係る年数を表すものとし、括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格 第３２１号

（以下「基準となる学歴」という。）以外の学歴免許等の資格を有する者については、

次の(１)～(３)に掲げる年数をその者に係る年数とする。

この場合において、表中、給料表が医療職給料表（二）の職員欄の職務の級３級の表

又は医療職給料表（三）の職員欄の職務の級３級の表中の職種欄の職種の区分に対応す

る同表の年数欄に基準となる学歴が２以上あるときは、その者の有する学歴免許等の資

格の属する規則７―３３別表第５修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する同表の

修学年数欄の年数（以下「基準年数」という。）に最も近い同欄の年数（以下「近似の

年数」という。）の区分に対応する同表の学歴区分欄に属する基準となる学歴（近似の

年数の区分に対応する同表の学歴区分欄に属する基準となる学歴が２以上あるときは、

これらの基準となる学歴のうち、基準年数に達しない近似の年数の区分に対応する同表

の学歴区分欄に属する基準となる学歴）を、その者に係る次の（１）～（３）の適用に

おける基準となる学歴とする。

(１) 修学年数調整表の学歴区分の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学

年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年

数から減じた年数（以下「調整年数」という。）が正となる者 基準となる学歴

を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数

(２) 調整年数が０となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数

(３) 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加

えた年数
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（注１）基準日前１箇月以内に退職等をした職員にあっては、退職等をした日現在

（注２）ここでいう経験年数とは、規則７―３３に規定する級別資格基準表の適用に係る

職員の経験年数（規則７―３３第８条の規定に基づき経験年数の調整を受ける職員

にあっては、その調整前の経験年数）をいう。

（注３）「人事委員会が特に必要と認めるもの」とは、教育職給料表(一)の職務の級１級

の職員のうち、基準日現在の経験年数が１９年（高校３卒）以上の職員である。

（ⅲ）次に掲げる職員（公務災害又は通勤災害による休職者以外の休職者、外国派遣職員及び 条例第１９条第５項

公益的法人等派遣職員を除く。）にあっては、下記の区分(区分ごとの割合を「管理職加算 規則７―１４

割合」という。)に応じ、それぞれ（ⅰ）と（ⅱ）の合計額に加算する(管理職加算額)。 第４条の４

・ ａ～ｄに掲げる職員のうち管理職手当の職の区分が１種の職を占める職員、任期付職

員条例第４条第１項の給料表の６号俸以上の給料月額を受ける職員及び任期付研究員条

例第５条第１項の給料表の６号俸以上の給料月額を受ける職員

２５
｛（給料月額）× }

１００

・ ａ～ｄに掲げる職員のうち管理職手当の職の区分が２種の職を占める職員

２０
｛（給料月額）× ｝

１００

・ ａ～ｄに掲げる職員のうち管理職手当の職の区分が３種の職を占める職員、任期付職

員条例第４条第１項の給料表の５号俸の給料月額を受ける職員及び任期付研究員条例第

５条第１項の給料表の４号俸及び５号俸の給料月額を受ける職員

１５
｛（給料月額）× ｝

１００

ａ 行政職給料表の職務の級が８級以上の職員

ｂ 公安職給料表の職務の級が９級の職員

ｃ 研究職給料表の職務の級が５級の職員

ｄ 医療職給料表(一)の職務の級が４級の職員

（イ）期別支給割合 条例第１９条第２項
第３項

基 準 日 ６月１日 １２月１日

特定幹部職員 １２０ １２０

以外の職員 １００ １００

１００ １００
特定幹部職員

１００ １００

割
特定幹部職員 ６７．５ ６７．５

以外の職員 １００ １００

５７．５ ５７．５
特定幹部職員

１００ １００

任期付職員条例第４条 任期付職員条例

第１項の給料表、任期 第５条第２項
合
付研究員条例第５条第 任期付研究員条例

１６５ １６５
１項の給料表及び任期 第６条第２項

１００ １００
付研究員条例第５条第

２項の給料表の適用を

受ける職員

（注）特定幹部職員とは、行政職給料表８級相当以上で、管理職手当の職の区分が１種、

２種又は３種の職を占める職員をいう。

（ウ）在職期間別割合

定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職

員
以
外
の
職
員

定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務

職
員
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基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて定められる。

在職期間 割 合

１００
６箇月

１００

８０
５箇月以上６箇月未満

１００

６０
３箇月以上５箇月未満

１００

３０
３箇月未満

１００

（ⅰ）在職期間 規則７―１４

在職期間は、給与条例適用職員として在職した期間とし、次に掲げる者（注）が給与条 第５条第１項

例適用職員となった場合、ａからｅまでにおいては常勤の職員として在職した期間，ｆに 規則７―１４

おいてはその職員として在職した期間を通算する。 第６条第１項

（注）ｄ及びｅにあっては、それぞれ（１）（イ）（ⅳ）ｃ及びｄの（注）を参照すること。 第２項

ａ 特別職条例の適用を受ける特別職の職員 平成１２年通知

ｂ 国家公務員 第３２１号

（注）次に掲げる場合に該当する者

① 国家公務員が国の業務の本県への移管により給与条例の適用を受ける職員と

なった場合

② ①に掲げる場合以外の場合であって、国家公務員が、業務の必要上、国との

相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、給与条例の適用を受ける職

員となった場合

ｃ 他の地方公共団体の職員

（注） 他の地方公共団体の職員が、業務の必要上、他の地方公共団体との相互了解の

もとに行われる計画的な人事交流により、給与条例の適用を受ける職員となった

者とする。ただし、期末手当及び勤勉手当（これらに相当する給与を含む。）の

支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公共団体の

職員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の職員であっ

た場合を除く。

ｄ 公益的法人等退職派遣者

ｅ ｂ及びｃに準ずる者として人事委員会が定める職員

ｆ 会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が１５時間３０分未満の者を除く。）

（ⅱ）除算期間 次に掲げる期間は、給与条例適用職員として在職した期間から除算する。 規則７―１４

１ 第５条第２項
ａ 自己啓発等休業職員として在職した期間の

２

１
ｂ 配偶者同行休業職員として在職した期間の

２

ｃ 停職期間

ｄ 専従休職の期間

ｅ 育児休業法第２条の規定により育児休業職員として在職した期間

１
（次の①、②の育児休業を除く。）の （参考資料１１参照）

２

① 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から５７日以内にある育児

休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業
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② 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から５７日以内にある育

児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２

以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業

１
ｆ 大学院修学休業職員として在職した期間の

２

ｇ 刑事事件に関し起訴され休職となった期間又は職員の分限に関する条例第２条によ

１
る休職の期間（ただし、次の①から④までの期間を除く）の

２

① 人事委員会が定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人

事委員会が定める期間

② 研究職給料表又は医療職給料表（一）の適用を受ける職員のうち専ら研究に従事

する職員が、県と共同して行われる研究又は県の委託を受けて行われる研究に係る

業務に従事することによる休職の期間のうち人事委員会が定める期間

③ 国立大学法人（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規

定する国立大学法人をいう。）その他の人事委員会の定める法人において、その職

員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することに

よる休職の期間のうち人事委員会の定める期間

④ 職員の分限に関する条例第２条第３号に掲げる事由に該当して休職にされた場合

で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上

の災害若しくは通勤による災害又は派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上

の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められる場合の当該休職の期間

ｈ 育児休業法第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第１７条

の規定による短時間勤務職員として在職した期間については、育児短時間勤務により

１
勤務しなかった期間の

２

１
ｉ 修学部分休業又は高齢者部分休業による承認を受けて勤務しなかった期間の

２

ｊ 外国派遣条例第３条第１項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第３条第

１号に規定する派遣職員のうち、ｃ～ｄのいずれかに相当する期間についてはその全

１
期間、ａ又はｂ、ｅ、ｈ、ｉのいずれかに相当する期間についてはその の期間

２

（３）一時差止処分等

（ア）次のいずれかに該当する者には、（１）にかかわらず、期末手当（（ⅳ）に掲げるものにあ 条例第１９条の２

っては、その支給を一時差し止めた期末手当）を支給しない。

（ⅰ）基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第２９条第１項の規定による懲戒免職

の処分を受けた職員

（ⅱ）基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した

職員

（ⅲ）基準日前１か月以内又は支給日までの間に離職した職員（（ⅰ）及び（ⅱ）に掲げる者

を除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられ

たもの

（ⅳ）（イ）の（ⅰ）により支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を取り消された

者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら

れたもの
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（イ）任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、支給日の前日までの 条例第１９条の３

間に離職した者が次のいずれかに該当する場合は、当該支給を一時差し止めることができ 第１項

る。

（ⅰ）離職した日から支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているもの

に限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるもの

を除く。）をされ、その判決が確定していない場合

（ⅱ）離職した日から支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明し

た事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末

手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円

滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

（ウ）一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条第１項 条例第１９条の３

本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由 第４項

に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

（４）支給日

規則７―１４第７条
基準日 ６月 １日 １２月 １日 別表第２

支給日 ６月３０日 １２月１０日

支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日

が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
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